
  

 

■藤沢市の信用保証補助制度は、藤沢市の制度融資を利用する際に、神奈川県信用保証協会(以下

｢保証協会」という。）へ支払った信用保証料の 90％（20万円を限度額)を市が補助する制度です。 

■補助の対象となる融資制度は、次のとおりです。 

①中小企業支援資金（貸付期間 1年超のもの または設備導入特別資金） ②景気対策特別資金  

③小規模企業緊急資金 ④創業支援融資（ｷｭﾝとするｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ） 

※④のみ信用保証料の 100％を補助(20万円を限度額とする) 

■補助金の交付を受けるには申請が必要になります。 

融資実行が決定した際に、同意事項等をご確認の上、金融機関に｢保証料補助金交付申請書兼同意書」

(以下申請書という。）を提出してください。 

■申請書は、融資お申込の際に窓口（公益財団法人 湘南産業振興財団）で直接お渡しいたします。 

補助金交付は四半期ごとに行っています。申請書を金融機関に提出された後、金融機関と保証協会

が内容を確認し、市が審査をして、4月・7月・10月・1月のいずれかでとりまとめて交付します。 

■申請書の記入方法については、裏面をご覧になり、記入漏れ・押印漏れ等が無いようにお願いいた

します。  

 

 

 

 

 

●融資実行が決定した際に、金融機関へ｢信用保証料補助金交付申請書兼同意書｣を提出して 

ください。   

●補助対象資格審査の結果について、文書にて通知します。   

●交付の対象となる方には｢補助金交付決定通知書」を、対象とならない方には｢補助金不交付決定

通知書」をお送りいたします。（市税の滞納がある場合は対象となりません。）   

●融資を受けた後、市外に主たる事業所を有した場合は、   

 補助対象となりません。     

●申請書に記入された指定口座に補助金を振り込みます。 

 

 

 

融資実行後から信用保証料補助金が交付されるまでの流れ 

融資利用者
(金融機関に

申請書提出）

金融機関

（融資内容の確認）

保証協会

(保証内容の確認）

補助金交付

藤沢市

(補助対象資格審査）

注：中小企業支援資

金（短期）は保証料補

助の対象外です 

申請書の記入方法については、裏面をご覧く

ださい。（※なお、書類に不備があると、交付で

きない場合がありますのでご注意ください。） 

 



  

 

 

 

記入機関と神奈川県信用保証協会の証

明印が押印され、申請書が市へ提出さ

れた日（収受日）が申請日となります。 

■補助金の振込先口座については、振込先の金融機関の 

通帳をご覧になり、銀行/信用金庫の名称と支店名、口座の種別と 

口座番号、通帳の表紙に記載されている口座名義人を漢字とフリガナ 

でご記入ください。口座名義人の記入は二行にわたっても構いません。 

★会社名、屋号、肩書等が通帳の表紙に記載されている場合は、すべて正

確にご記入ください。★フリガナも省略せず、すべてご記入ください。 

！ご注意ください！ 

★市税を滞納してい

ると補助されませ

ん。 

 

個人事業主の方は、主

たる事業所（店舗等）の

所在地のほか、事業所

と同一の場合もご自宅

の住所・電話番号を必

ずご記入ください。 

信用保証料補助金交付申請書兼同意書記入上の注意点 

所在地 

法人 ： 本店登記となる事業所 

個人 ： 主となる事業所 

法人名/屋号、肩書もご記入ください。 

■金融機関の方へ 

この用紙は、ご記入・押印後、 

信用保証協会へご提出ください。 

※金融機関記入欄 

※信用保証協会記入欄 

※市役所納税課記入欄 

申請者の方は、こちらの内

容を確認の上、赤枠内にご

記入し、申請してください 

申請者の方は 

青枠内には記入しないでください 

★申請者の方は赤枠内のみに記入・

押印し、金融機関に提出してくださ

い。（黄色の吹き出しの注意事項を

ご確認ください） 

法人 ： 法人の実印（登記した代表者印） 

個人 ： 認印 

★書類に不備が

あると交付が遅

れますのでご注

意ください。 

 


